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��は じ め に

本稿の目的は, 日本およびタイ・マレーシアにおける特

別活動を国際比較することによって, 日本と各国の特別活

動の特色を抽出し, 日本の特別活動指導法の課題を明らか

にすることである｡

現代日本の学校において, キャリア教育やボランティア

活動などという特別活動の近接領域を円滑に指導していく

ためにも, 特別活動の指導法を改善していくことは急務で

ある｡ さらに, ｢総合的な学習の時間｣ との内容の重複が

指摘されており, 特別活動を総合学習と区別してどう構成

して指導するか, または総合学習とどう統合的に連携させ

るかが課題となっている｡

本稿は, 特別活動指導法の課題を明らかにするにあたっ

て, 上述のような日本の学校現場で課題として認識されて

いることをどう解決するかを探求するものではなく, 比較

研究のアプローチによって, 日本の特別活動だけを見てい

たのでは気づかない課題の探求をめざしている｡ いわば,

｢問題発見型研究｣ あるいは ｢仮説生成型研究｣ を企図し

たものである｡ 望田によれば, ｢比較は, より深い認識に

達するための重要な方法｣ であり, ｢他国の教育をみると

いうことは, それを鏡として自国の教育の姿を浮かび上が

らせること｣ という比較教育学の意義を説明している�望

田・西村����, ������	���
｡ したがって, 比較の前提と

して各国の特別活動について記述的に概括した上で, タイ

およびマレーシアの特別活動を ｢合わせ鏡｣ として, 日本

の特別活動を分析する｡ そのことによってはじめて見出し

うる日本の特別活動指導法の課題を明らかにしたい｡

そこで本稿では, まず, 日本における特別活動の目標,

内容と構成, 成立と発展について概観する｡ 次に, 東南ア

ジアのタイとマレーシアにおいて特別活動に相当する様々

な活動の目標, 内容と構成, 成立と発展について論ずる｡

最後に, 各国の特別活動の取り組みから, 日本における特

別活動指導法の課題を挙げる｡
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特別活動の国際比較と指導法の課題
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��日本における特別活動

��� 特別活動の構成と内容

日本における教育課程の領域は, 学校教育法施行規則に

よって定められている｡ 小学校においては, 各教科, 道徳,

特別活動, ならびに総合的な学習の時間の�領域, 中学校

においては教科 (必修教科と選択教科), 道徳, 特別活動,

ならびに総合的な学習の時間の�領域, 高等学校において

は, 各教科に属する科目, 特別活動, ならびに総合的な学

習の時間の�領域によって編成されている｡ 日本において,

各学校段階に特別活動は教育課程の一領域を構成している

が, 特別活動の構成は学校段階によって異なる｡ 小学校の

特別活動は, 学級活動, 児童会活動, クラブ活動, 学校行

事で構成され, 中学校の特別活動は, 学級活動, 小学校の

児童会活動に相当する生徒会活動, 学校行事によって構成

される｡ 高等学校の特別活動は, ホーム・ルーム活動 (小・

中学校の学級活動に相当), 生徒会活動 (同じく児童会活

動) の他に学校行事で構成される｡

日本における特別活動は, 主に�から�の活動領域から

構成されている (�	
��)｡ 以下では, �つの活動領域につ

いて概観する｡

第�に, 小・中学校における学級活動と高校におけるホー

ム・ルーム活動は, 誰もが必ず経験したことがある特別活

動であり, 主に学級における諸問題や諸活動について, 集

団で討議する機会が設けられている｡

第に, 学級活動やホーム・ルーム活動に対して, 児童

会活動 (小) と生徒会活動 (中・高) は, それぞれの主体

となる児童会や生徒会に, 誰もが関与するというわけでは

ない｡ その多くは選挙などによって選ばれるメンバーであ

るが, 順番制のように選ばれる場合もある｡ 児童会や生徒

会の役員となった場合に, 政治的能力や自治的能力が育成

される｡ だが, 学校側の意見の下請けや代弁機関となって

いる場合もあり, 児童や生徒の真の意味での代表となって

いるかどうかは難しい場合もある｡

第�に, クラブ活動の意義は, 共通の興味・関心を追求

する実践活動, 学年や学級の所属を離れた異年齢集団活動,

自発的, 自治的な集団活動であるが, クラブ活動の問題は,

クラブ活動と部活動の差異や, 関連, 学校の小規模校化で

ある�日本特別活動学会���, �������������｡

第�に, 学校行事の活動内容として, 儀式的行事, 学芸

的行事, 健康安全・体育的行事, 遠足 (旅行) ・集団宿泊

的行事, 勤労生産・奉仕的行事の�つの内容が学習指導要

領に記されている｡ ただし, 学校行事の一環として実施さ

れる旅行については, 中・高等学校が対象となっている

�日本特別活動学会���, �����������｡

儀式的行事は, 入学式, 卒業式, 始業式, 終業式などを

指し, ｢学校生活に有意義な変化や折り目を付け, 厳粛で

清新な気分を味わい, 新しい生活の展開への動機付けとな

るような活動を行うこと｣ と, 学習指導要領で記している｡

学芸的行事は, 学習指導要領には, ｢平素の学習活動の成

果を総合的に生かし, その向上の意欲を一層高めるような

活動を行うこと｣ と記されており, 学芸会, 展覧会, 作品

展, 音楽会, 文化祭 (学校祭), 映画や演劇の鑑賞会, 講

演会, 弁論大会などを含む｡ 健康安全・体育的行事は, 健

康診断, 疾病予防などの健康に関する行事, 避難訓練, 防

災訓練などの安全に関する行事, 運動会, 競技会などの体

育的行事から成る｡ 遠足 (旅行) ・集団宿泊的行事は, 遠

足, 野外活動, 移動教室などの日帰りの校外活動と, 修学

旅行, 移動教室 (林間学校, 臨海学校, スキー教室等),

集団宿泊などの宿泊を伴う校外活動がある｡ 勤労生産・奉

仕的行事は, 教育段階によって異なる｡ 小学校では, 飼育

栽培活動, 校内美化活動, 地域社会の清掃活動, 公共施設

の清掃活動, 福祉施設の交流活動が, 中・高等学校におい

ては, 全校美化の行事, 上級学校や職場訪問・見学, 各種

の勤労体験や生産活動, 就業 (高等学校) やボランティア

にかかわる体験的な活動, 地域社会への協力や様々な社会

参加活動などがある�日本特別活動学会���������������｡

��� 特別活動の成立と変遷

①第二次大戦前

����年 (明治�年) に教育勅語が発布された後, 特別

活動は ｢課外活動｣ と呼ばれ, 儀式, 運動会, 遠足, 学芸

会などの教科以外の諸活動の総称とされた｡ その翌年には,

｢小学校祝日大祭日儀式規定｣ が公布され, ｢忠君愛国｣ の

精神を養うために, 祝日大祭には, 児童・生徒は登校し,

御真影への拝礼や, 天皇・皇后両陛下への万歳奉祝, 教育

勅語の拝読などが行われた｡ 当時は, 日の丸掲揚について

は特に規定されていないが, 祝祭日には, 校門や式場に日

の丸を掲げる学校がほとんどであった｡ また, ����年

(明治�年) には, 文部省が ｢祝日大祭日唱歌｣ を定めた

ことによって, 君が代の斉唱が習慣となった｡ また, 戦前

に始まる運動会, 遠足, 修学旅行などは, 国家主義・軍国

主義教育的色彩の濃いものであった｡

ところが, 大正デモクラシーの気運を受け, 自由教育が
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盛んになると, 演劇や音楽教育による芸術性や全人格的教

育が目標とされ, 学芸会などが実施されるようになった｡

ただし, 大正デモクラシー期における自由教育は, 学校教

育の枠外の運動的側面が強く, 学校教育の教育課程内で実

施される活動として体系化されることはなかった｡ その上,

昭和��年代に軍事色が強まる時代の流れの中で, 自由主

義的な動きは抑圧されるようになった｡

����年 (昭和��年) には, 小学校の国民学校への改組

と共に, 軍国主義一色となった｡ 現在の教育課程の一つを

構成する道徳は, ｢修身｣ として既に正規の教科であった

のに対して, 同じく現在の特別活動に相当する ｢課外活動｣

の位置づけは必ずしも高いものではなかった｡ また, あく

まで教科教育の補完的役割と精神教育の一環を担うに過ぎ

なかった�山口他�����		
���｡

②第二次大戦後

戦前の教育が勅令主義と呼ばれるのに対して, 戦後の教

育は法令主義と言われ, 日本国憲法や教育基本法に基づく

民主的教育が実践された｡ そして, 民主教育の理念の下に,

戦前の ｢課外活動｣ が見直され, 戦前の ｢教授要目｣ に代

わって, ����年 (昭和��年) に示された学習指導要領に

おいて, 現在の特別活動について規定された｡ 以下では,

戦後の特別活動の目標を中心に, 学習指導要領を時系列に

概観する�山口他�����		
���｡ 学習指導要領とは文部科

学省が告示する教育課程の基準を指すが, 学習指導要領に

おいて, 教育課程の一領域を編成する特別活動の呼称は改

訂の度に変化してきた｡

学習指導要領一般編 (試案) のもとで新学制が始まり,

現在の特別活動は, ����年 (昭和��年) 版において ｢自

由研究｣ という教科として, 小学校�年生以上に配当され

導入された｡ 一方, 中学校・高等学校では選択教科の一つ

として設けられた｡ 自由研究は, 児童の自発的活動を促す

ために, 児童が各自の興味と能力に応じて教科では十分に

行うことのできない自主的な活動を教師の指導のもとに行

うための時間として設けられた [日本特別活動学会�����

		
�����｡

����年 (昭和��年) 版では, 自由研究が廃止され, 教

科学習だけでは達成されない教育目標に対する諸活動を包

括するものとして, 小学校には ｢教科以外の活動｣, 中学

校には ｢特別教育活動｣ が教育課程の中に位置づけられた｡

しかしながら, 中学校の特別教育活動の時間数が示された

が試案であり拘束力がなかったことと, 小学校は内容の選

択や時間数が示されなかったことなどから, 実施状況は学

校によって様々であり, 十分な成果は上がらなかった｡

����年 (昭和��年) 版では, 教科, 道徳, 特別教育活

動, 学校行事等という４領域に教育課程が分けられ, 特別

教育活動は, 教育課程を構成する一領域として明確に位置

づけられた｡ また, ����年版では, 学習指導要領の名称

から試案の語が外れるとともに, 官報告示によって法的拘

束力を持つと解釈されるようになり, 学校教育法施行規則

の中に規定されることとなった｡ ただし, 教育課程の中に

明確に位置づけられることによって, 教師の指導の下に特

別教育活動が実践されるようになり, 児童, 生徒の自主的

活動を中心とする特別教育活動の位置は相対的に弱まった

と言える｡

����年 (昭和��年) 版から, 小学校では, 各教科, 道

徳, 特別活動の�領域で教育課程が構成されるようになっ

た｡ 小学校の学習指導要領の改訂を皮切りに, 中学校, 高

等学校でも学習指導要領が改訂され, 特別教育活動, 学校

行事等は特別活動として一本化された｡ そして新たに学級

活動が特別活動に含まれるようになった｡

����年 (昭和��年) 版では, ｢ゆとりの教育｣ が提唱

され, 全教育課程の授業時数が削減された｡ そして, ゆと

りの時間を教科以外の教育活動に充当するべく, 特別活動

の授業時数が初めて示された｡ また, 特別活動の目標に,

｢自主的・実践的態度を育てる｣ という目標が追加され,

その内容は, 学級活動, 児童 (生徒) 会活動, クラブ活動,

学校行事で構成された｡ また, 学校行事の中に, 勤労・生

産的行事が含められるようになった｡

����年 (平成元年) 版は, 小・中・高の学習指導要領

が同時に改訂されるという大規模な改訂によるものであっ

た｡ 本改訂によって, 小学校低学年の社会科と理科を廃止

し生活科が新設されるとともに, 小・中・高の一貫性が重

視されるようになる中で, 学級活動と学級指導が, 学級活

動として統合されるなどして, 特別活動の目標も統一され

るようになった｡

このような学習指導要領の中に教科外活動を組み込み,

特別活動を教育課程の国家的基準に位置づける動向に対し

ては, その指導法の問題として, 上から児童・生徒の活動

を統制すべきであるかどうか, またその統制が不可避のも

のであるとしても, その中でいかにして児童・生徒が自律

的・協同的に活動し, その自主性と自治能力を高めうるか

という点が指摘される�森下・野浪・高橋����, 	
��
｡

��� 現行の学習指導要領における特別活動とその目標

上述したとおり, 学習指導要領において, 教育課程の一

領域を編成する特別活動の呼称は変化し, 現在は, 平成

��年 (����年) 版 (高等学校は平成��年 (����年) 版)

が用いられている｡ 今回の改訂には, ����年からの完全

学校週�日制の実施を前提として, ｢ゆとり｣ ある教育環

境の中で ｢生きる力｣ を育むことのできるような教育課程

のあり方が模索されるという背景がある｡ そのような背景

の下で, 特別活動についても幾つかの改革が実施されてい

る｡

まず, 小学校学習指導要領の第�章で, 特別活動の目標

は, ｢望ましい集団活動を通して, 心身の調和のとれた発

達と個性の伸長を図るとともに, 集団の一員としての自覚

を深め, 協力してよりよい活動を築こうとする自主的・実

践的な態度を育てる｣ と記されている｡ その目標を踏まえ

て, 学級活動の内容に ｢学級内の組織づくり｣ と ｢望まし
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い食習慣の形成｣ が加わったこと, クラブ活動について適

切な授業時数を充てることとされたこと, 学校行事にボラ

ンティア活動や障害のある人々との触れ合い, そして自然

体験や社会体験などが新たに盛り込まれた｡ だが, 第�学

年以上の特別活動の授業時数は��時間から��時間に縮減

された｡

次に, 中学校学習指導要領の第�章特別活動と, 高等学

校学習指導要領の第�章特別活動において, 特別活動の目

標は, ｢望ましい集団活動を通して, 心身の調和のとれた

発達と個性の伸長を図り, 集団や社会の一員としてよりよ

い生活を築こうとする自主的・実践的な態度を育てるとと

もに, 人間としての生き方についての自覚を深め, 自己を

生かす能力を養う｣と記載されている｡ 中学校の特別活動

に関して, 目標が ｢集団の一員｣ から ｢集団や社会の一員｣

という文言に改められたこと, 学級活動の内容に ｢学級や

学校の生活への適応｣ が取り上げられたこと, クラブ活動

が廃止されたこと, ガイダンス機能の充実を図ることが重

要視されたこと, ボランティア活動が重視されたことなど

が主な改革点である｡ やはり特別活動に充てる授業時数は,

��～��時間から��時間に縮減された｡ なお, 小学校と中・

高等学校の特別活動の目標にはほとんど相違が見られない

が, 中・高等学校の目標には, 後半部に当たる ｢人間とし

ての生き方についての自覚を深め, 自己を生かす能力を養

う｣という箇所が付加されている｡

��タイにおける特別活動

�	
 タイの学校体系と特別活動

タイの現行の学校体系は, ����年国家教育法の定めの

もと, 初等・中等教育を一貫して �年間を基礎教育

(�������������������������������������) としてい

る｡ うち, �年間が義務教育期間とされており, 基礎教育

�年間は無償とされている｡ 従来は, ����年国家教育計

画による教育改革以降, �年の初等教育 (� ����!��������

� �!� "���������) を義務教育とし, 続く�年の中等教育

(#�����"�!��������$%����� "���������) を�年ずつの前

期・後期としていた｡ 現在は, 教育法上, 初等・中等の区

別はないが, 従来の初等教育・中等教育に応じた学校の設

置がなされている｡ ただし, ����年代の教育機会拡充政

策の推進により, 前期中等教育課程を開設する初等学校が

�千校近くあり, �年制の中等学校数の倍以上に達して

いる｡

����年国家教育法による教育改革の一環で, 基礎教育

のカリキュラムも���&年以来の大規模な改革が行われた｡

���年��月に公布された ｢���年基礎教育カリキュラム｣

であり, ���年より全国の基礎教育機関で小�, 小�, 中

�, 中�から学年進行で施行され, ���年度に完成した｡

このカリキュラムの構造を'�()に示す｡

このように, 基礎教育カリキュラムは�年間一貫であ

り, �年間を通じて学習者に提供されるべき内容とその

水準を示している｡ 具体的には, 各基礎教育機関がそれぞ
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れの教育機関別カリキュラムを編成することとなった｡ 従

来の中央集権的なカリキュラムと比較すれば, カリキュラ

ム編成権の学校への委譲である｡ ｢教育機関カリキュラム

(������������	�������
��������������)｣ は, 各学校

の理事会の承認を得なければならないが, 中央政府の許認

可は不要である｡ 告示されたカリキュラムは, いわば ｢教

育機関カリキュラム｣ を編成するための指針としての性格

が強く, 大綱的・弾力的であるという特徴をもつ｡

タイの基礎教育カリキュラム上, 特別活動に相当するの

は, �����の ｢学習者発達活動 (��������������	���������	


����	����������	���������)｣ である｡ その内容は以下

の�つに大別されている｡ ①ガイダンス活動：一人一人の

学習者によって異なる能力を尊重した上でその能力を発達

させるための活動, および学習者の新たな能力を発見し発

達させるための活動｡ この活動を通じて, 生活技能, 感情

面での成熟, 多面的知性の学習, 人間関係の構築が目指さ

れる｡ 教師に期待される役割は, 生活相談, 進路相談, 職

業指導などを行うことである｡ ②児童・生徒活動：児童・

生徒の実践的能力を向上させることを目指し, 何かに取り

組むときに, 研究, 分析, 計画立案, 計画遂行, 評価及び

改善という一連のサイクルで実践させる活動である｡ 具体

的には, 集団行動を行うボーイスカウト, ガールスカウト,

赤十字活動, 奉仕活動である｡ 以上のカリキュラムに示さ

れた内容に基づき, 各学校で主体的に学年ごとのカリキュ

ラムを編成することとされている｡

日本の教育課程における特別活動と比較した場合, タイ

の基礎教育カリキュラムでは, 日本と共通した内容が明示

されている一方で, 学校行事などがカリキュラム内容に含

まれていないことが異なっている｡ 日本との共通点として

指摘できるのは, ｢ガイダンス活動｣ の方法として示され

ている教科に関わるクラブ活動, 学級を単位として行う児

童・生徒活動である｡ 学校行事は, タイではカリキュラム

上示されてはいないが, 国家的行事 (母の日など) や仏教

的行事 (入り安吾など) のように国家レベルや地域社会レ

ベルの行事に学校が参加するもののほか, 学校内での行事

(教師の日, 入学・卒業式, 朝礼など) も多くあり, 年間

を通じて多彩な行事が行われている｡ その根拠は, 日本の

ようにカリキュラムの中に含まれるのではなく, 国や地方

の教育行政機関による通達や命令におかれている�野津,

��� !｡ なお, 児童会・生徒会活動にあたるものは制度上

ない｡

"#$ タイにおける特別活動の特色

従来の初等教育カリキュラムである ｢%&'(年初等教育

カリキュラム (%&&�年改訂版)｣ は, 教科統合を行った広

領域カリキュラムで, 基礎技能・生活経験・人格形成・作

業経験 (・特別経験) から構成されていた｡ このうち, 人

格形成領域でボーイスカウト・ガールスカウト・赤十字活

動が単元として含まれていた｡ ｢%&'(年前期中等教育カリ

キュラム (%&&�年改訂版)｣ においても同様に, ボーイス

カウト・ガールスカウト・赤十字活動が教科外活動として

組み込まれている｡ ｢%&(%年後期中等教育カリキュラム

(%&&�年改訂版)｣ では, 教科外活動としてガイダンス活

動や自由活動が含まれている｡ ｢���%年基礎教育カリキュ

ラム｣ と比較すると, ボーイスカウト・ガールスカウト・

赤十字活動が児童・生徒活動として継続しており, ガイダ

ンス活動が後期中等教育のみであったのが基礎教育全体に

拡大している｡

ガイダンス活動を拡大しなければならない理由には, ��

世紀末以来の社会の急激な変化, とりわけ職業構造や雇用

市場のグローバリゼーションとともに, 中等教育の機会拡

大によって, 多様な進路指導が必要となったことがあげら

れる｡ 中等教育段階の教育機会が拡大される以前は, 初等

教育段階で学校を離脱する者は農村の農業あるいは日雇い

労働に従事し, 中等教育以上に進学すると都市における工

場労働者やサービス業に従事し, さらに高等教育に進学す

れば, ホワイトカラーの職種に就くという構造が一般的に

あった｡ すなわち, 初等・中等段階の学校教育制度が社会

への配分機能を果たしていたのである｡ しかし, 基礎教育

%�年間が無償化されると, すべての子どもには後期中等

教育まで進学する権利があり, 多様な学力や社会的・経済

的背景を有する子どもが, 後期中等教育修了後または高等

教育進学後にタイ社会のあらゆる職種に出ていくことにな

る｡ そのため, 初等教育段階から, 子どもの個性や適性,

能力に応じたガイダンスが必要とされる｡

ボーイスカウト活動は, 戦前から学校教育に組み込まれ

てきた長い歴史があり, 特に冷戦構造下のインドシナ半島

に緊張が高まった%&'�年代以降, 国民統合のための教育

を強化する一連の教育政策において重視されてきた経緯が

ある｡ たしかに, 国王を頂点とした国民の組織化の一種と

いう見方や, 軍事教練の一部としての見方など様々な見解

もある｡ しかし, 現行のカリキュラムにおいては, 社会に

対して役立つことをする, および社会に貢献するという公

共精神の涵養と強化を目的とする活動として位置づけられ

ている｡

%&&&年国家教育法および ｢���%年基礎教育カリキュラ

ム｣ における教育改革の一つの柱は, 教師中心の教授学習

過程から学習者中心の学習過程への教育方法の転換である｡

｢学習者発達活動｣ においても, この方針が貫かれている｡

カリキュラムに定められた指導法は, ｢学習者一人一人が

その年齢, 成熟度, 個人間の相違に適した形で活動に参加

させるようにする｣ とされている｡

従来のカリキュラムと比べ, 学校ごとにカリキュラムを

自律的に編成し, 学習者中心主義に立つ授業を構成するた

めには, 教師に対して相当の力量を要求する｡ このため,

%&&&年国家教育法の定めに基づき, これまでタイにはな

かった教員免許制度の新規導入とそれに対応した大学にお

ける教員養成課程の)年から 年への延長という改革が同

時進行している｡ それでもなお, 図�に示される(つの学

習内容グループの指導能力が中心で, ｢学習者発達活動｣
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の指導能力が問われている様子はない｡ ただし, 近年タイ

文部省ではガイダンス活動に関わる指導書を発行する動き

がある｡ 今後, この分野の指導法について質の向上が模索

されている段階と見ることができる｡

教育法やカリキュラムが整備されたといっても, 学校現

場の実際での改革が同時的に生じるわけではない｡ 特に,

各学校のカリキュラムは学校を基盤として自律的に開発さ

れるものである｡ 筆者が調査した経験があるいくつかの学

校においても, 従来からのボーイスカウト活動を継承して

いるのはたしかである｡ しかし, さまざまな教育改革が学

校に求められているなかでは, ｢学習者発達活動｣ や学校

行事に関する独特の取り組みは管見の限り見受けられない｡

その要因としては, 新カリキュラムと同時に導入された各

学習ステージ修了時に行うナショナル・テストにおいて,

｢学習者発達活動｣ や学校行事による資質能力が問われな

いことがあげられる｡ また, 評価の客観性の確保も課題と

して指摘できる｡ たとえば, 学習者のニーズに基づいた自

主的な活動をどう客観的に評価するかの問題である｡ この

評価が困難であれば, 各学校が自律的に指導法の改善・向

上に取り組む動機づけを欠くことになると考えられる｡

��マレーシアにおける特別活動

��� マレーシアの学校体系と特別活動

マレーシアの現行の学校体系は, �年の初等教育��	
���

���
�	
���：���������������
�, �年の前期中等教育

(�	
������
�	
	
����	
������ 	�!	��
������������
),

"年の後期中等教育��	
������
�	
	
���#��$�%&&	�

!	��
������������
�からなる｡ そして, これら合計''年

間の教育は, 義務ではないが無償である｡ また, 公立の初

等学校が言語別に分かれることが, 現在まで続くマレーシ

アの学校体系の特徴の一つでもある｡ 初等教育段階では,

マレー語を教授言語とする国民学校の他に, 国民型華語学

校, 国民型タミル語学校がある｡ 基本的な修業年限は�種

の学校とも同じであるが, 初等教育段階から中等教育段階

へ移行する際に, 華語学校やタミル語学校の終了者の内,

マレー語の成績が芳しくない生徒は'年間のリムーブ・ク

ラス (�	(�$&	��(���
)�	��*	�(�$$) でマレー語教育を受

けることが義務付けられ"�｡

マレーシアで日本における特別活動に相当する概念は,

課外活動 (����*�����������(��) である｡ ｢新初等教育カ

リキュラム (+�����(��,���!	��(���	
����+,!�)｣ と

｢統合中等学校カリキュラム (+�����(��,	�$	&���!	��(��

�	
	
����+,!�)｣ の教育課程に位置づけられる｡ マレー

シアの課外活動の領域は, 制服活動 (&�����
$	�����),

団体・クラブ (&	�$����
-�	(�.) 活動, スポーツ・レクリ

エーション�$���
-&	����
�
�活動という３領域から構成さ

れている｡ さらに, 団体・クラブ活動は, アカデミック

(����	���) 活動と, サービス, 福祉, 趣味 (&	���������
/

�	.�0���
-��.�) 的活動の�領域から成る (1��2�)｡

日本の特別活動の一領域を担う学級活動やホーム・ルー

ム活動, 児童会及び生徒会活動は, 課外活動の中には含ま

れていないことから, 日本の特別活動の領域と比べてマレー

シアの課外活動の領域は必ずしも広いとは言えない｡ また,

マレーシアの団体・クラブ活動とスポーツ・レクリエーショ

ン活動の大半は, 日本のクラブ活動や学校行事の一部に相

当すると言える｡ 一方, マレーシアの課外活動で特徴的な

活動はボーイスカウト・ガールスカウトなどの制服活動で
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あり, 様々な活動が実践されている｡ なお, マレーシアの

課外活動については, 教育省の活動紹介ウェブサイトで詳

細に紹介されている｡

��� マレーシアにおける特別活動の特色

マレーシアの学校における課外活動は, イギリス植民地

時代に成立した｡ まず, ����年に, シンガポールにおい

て学校でスポーツ活動が実施された後, ����年に教育省

によって, 学校教育課程規則 (	
�����������	������

�������������) に課外活動として規定された｡ その後,

����年代から��年代に, 課外活動は正規課程の枠外にあっ

たが, ����年に課外活動の概念が変化し, 課外活動科目

(������������ � ��� ��!) として, 新初等教育カリキュ

ラムである"#	�に��分程度盛り込まれるようになった｡

"#	�は$��(読み・書き・算) の学習と道徳的価値の教

化に力点が置かれ, 一部に合科科目を含むこととなった$%｡

"#	�は, 中学校レベルにまで拡大され, ｢統合中等学校

カリキュラム ("��� ��! #��������	� �����������&

"#	�) として, ���'年に大学予備課程 (フォーム・シッ

クス) にまで改訂が完了した [杉本(���)��*��+��]｡

そして, 現在, マレーシアにおけるすべての課外活動は,

以下の教育理念の下に実践されている｡

�*すべての子どもは, 才能と興味を伸ばされうる｡

(*すべての子どもは育ち, 自分自身と同世代の友人が

育ちあうことができる｡

$*すべての子どもは, 精神面 (!����,����� %) の成長

と社会の発展, 肉体と精神の成長 (��� �!-�����

�����)���!������������) とのバランスをとらなけ

ればならない｡

'*学校は, 社会のニーズのために子どもを育てる義務

がある｡

�*社会も, 子どもを育てる義務と役割がある｡

マレーシアの課外活動が初等および中等カリキュラムに

位置づけられた時期は必ずしも早くはなかったが, 現在の

新カリキュラム内に課外活動の時間数は一定時間数確保さ

れている｡ また, マレーシアの課外活動の構成は日本の課

外活動の構成と似通っている｡ ただし, 学級活動やホーム・

ルーム活動が課外活動内には含まれていない点や, ボーイ

スカウトやガールスカウトなどの制服活動が活発に行われ

ている点が日本の特別活動とは異なる｡

マレーシアの課外活動に関する幾つかの問題も残されて

いる｡ たとえば, ①教育課程内の教科担任が不足している

中で, 団体・クラブ活動を十分に指導することができる教

員の確保が困難であること, ②都市部と農村部で芸術やス

ポーツに対する親や子ども, 教員の興味や関心に差があり,

特に, 農村部では課外活動に力を入れにくい環境にあるこ

とが挙げられる｡ その上, ③マレーシアの学校では, 初等

教育段階から中等教育段階まで午前と午後の二部制学校が

採用されているため授業時間が短く, 教育課程の教科ほど

に課外活動に十分な時間を割くことが難しく, 教科と課外

活動の間の連携も不十分であることも挙げられる｡ ただし,

課外活動が教育課程内で体系的に実施されていないことが,

逆に実践上あるいは運営上, 柔軟に対応できる可能性も示

唆できる｡

./おわりに―特別活動指導法の課題－

本稿の目的は, 日本およびタイ・マレーシアにおける特

別活動を国際比較することによって, 日本における指導法

の課題を探ることにあった｡ 以下では$つの課題を示すこ

ととする｡

第�に, 特別活動と他の領域との連携についてである｡

近年, 日本において ｢勤労観｣ ｢職業観｣ を育成するべく,

キャリア教育や, インターンシップ, ボランティア活動な

どが推進されている｡ あるいは, 国際性を養うために総合

的な学習の時間の取り組みも重要になってきている｡ この

ような新しい動向を受けて, 他の領域と連携しながら, 教

科外活動としての特別活動を円滑に指導していくことの重

要性はますます高まっている｡ 殊に, 若者へのキャリア教

育の重要性が増している日本の現状に鑑みると, タイの学

習者発達活動のように初等・中等教育のカリキュラムにガ

イダンスが組み込まれていることから学ぶ点は多い｡ タイ

では, 初等教育段階の児童からガイダンス活動を行うこと

が明示されているとともに, 学習者中心主義に立って一人

ひとりの児童・生徒の能力・適性に応じるという原則があ

る｡ それに対して, 日本のキャリア教育や進路指導の位置

づけは曖昧で, 特別活動の時間内で集団活動の一環として

取り組むのか, 児童・生徒の自主的な活動として取り組む

のか, あるいは教科の学習あるいは総合学習として取り組

むのかという模索が続いている｡ さらに, 中等教育段階で

しかキャリア教育が議論されていないという問題もある｡

第(に, 教科活動が相対的に重視され, 特別活動の位置

づけが低いという各国に共通する課題をどのように克服し

ていくかという点である｡ マレーシアでは農村部において

も中等教育段階の就学率は上昇し教育普及が進んできたと

言えるが, 主要な教科への取り組みに対して, 課外活動に

対する親や子どもの関心は未だ高いとは言えない｡ 日本に

おいても, 特に都市部において特別活動に対する意欲が減

退しつつある｡ 日本では都市部で学校が小規模化し, 十分

な指導力のある教員の下で多様な特別活動が提供されるこ

とが少ないのが現状である｡ さらに, 日本のセンター試験,

タイのナショナル・テスト, マレーシアの教育証書試験

,	���0���������������&	0�%などの, 各教育段階を終了

(修了) した後に実施される統一試験において, 特別活動

が試験の科目として設置されていないということが, 特別

活動や課外活動等に対する関心の低さにつながっていると

言える｡ 特別活動・課外活動の評価の問題とも関わるため,

単純に統一試験と連動させることには慎重でなければなら
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ない｡ それでも, 各活動への参加意欲を高めつつ, 適切な

評価を行うための策を講じる必要があろう｡

第�に, 多岐にわたる指導領域をカヴァーする教員をど

のように養成・訓練していくかという点である｡ タイやマ

レーシアでは, 教員不足が問題になる中で教科活動を担当

できる教員を確保することが優先され, 特別活動や課外活

動はそれらの教員の中から賄われるのが現状である｡ 一方,

日本においては, 特別活動の指導は, 学級やホーム・ルー

ムの担任が担うことが一般的であり, 特別活動を指導する

際の教員の資質や能力を問われることはあまりなかった｡

上述したキャリア教育やガイダンス機能の充実などと同様

に, 時代の変化に伴う新たな領域・テーマについては, 新

規の予算措置を講じる必要があると考えられる｡ また, 早

い教育段階から導入する必要がある領域やテーマによって

は, 特別活動・課外活動を指導するために専門の訓練を受

けた教員を雇用することや, 現在の教員を訓練するプログ

ラムの開発などが待たれるところである｡

以上�点の日本における特別活動指導法の課題は, タイ・

マレーシアにおける特別活動の課題に示唆を受けたもので

あるが, 両国において依然として課題となっている点でも

ある｡ そして, 学校体系だけでなく, 特別活動・課外活動

の概念や内容・領域, 歴史は各国で異なるが, 各国に共通

する課題だけでなく, 異なる課題も残されている｡ 殊に,

タイの学校行事などの諸活動が教育課程の外にある活動で

あり, マレーシアの課外活動が十分に体系化されていると

は言えない活動であるために, 各々の活動が幾分の柔軟性

を保持することができるとすれば, 日本の特別活動も学習

指導要領外の活動として位置づけなおすことも検討の余地

がある｡ 歴史ある日本の特別活動が, 学習指導要領のもつ

法的拘束力を基盤とした活動であるがゆえに, 柔軟性に欠

け, 時代の変化に迅速に対応できていないとすれば, タイ

やマレーシアの課外活動の位置づけから学ぶ意義は大きい｡

今後は, 各国の現状を踏まえながら, 事例に基づいて, 特

別活動指導法の課題についてより詳細に検討していきたい｡
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本稿の目的は, 日本およびタイ・マレーシアにおける特別活動の国際比較によって, 日本と各国の特

別活動の相違点と共通点を抽出し, 日本の特別活動指導法の課題を明らかにすることである｡
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